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１ 目的
矢板市教育委員会が所管する市立小・中学校における外国語教育の一層の充実を図るため、外国語指導助手(ALT)の派遣業務に係る業務内容及び要求水準を明確にし、ALTの資質確保、学校との連絡調整体制、欠員時の代替手配等を含む安定的かつ継続的な運用により、授業支援の質の向上と教育活動の円滑な実施を実現することを目的とする。

２ 件名
外国語指導助手（ALT）派遣業務

３ 履行場所（対象校）
矢板市立小中学校（９校）
・矢板小学校　・東小学校　・泉小学校　・片岡小学校　・乙畑小学校　・安沢小学校
・矢板中学校　・矢板中学校沢分校　・片岡中学校

４ 履行期間
[bookmark: _GoBack]　令和８年４月１日から令和９年３月２４日まで

５ 派遣人数・条件
ALTの派遣人数は７名とする。派遣日は学校営業日とするが、休日（土曜日、日曜日、祝日、夏季休業期間、年末年始）は勤務を要しない日とする。ただし、学校行事、学期・時間割、感染症等の状況により変更する場合がある。また、勤務時間は8時間（内1時間は休憩時間とし実質7時間）とし、勤務地は別紙[配置計画/派遣計画]又は市教育委員会が別途指示する計画によるものとする。

６　外国語指導助手（ALT）の業務内容等
　⑴市内小中学校における教員との英語指導（授業）及び国際理解教育の補助
　⑵教材教具の作成の補助
　⑶授業指導案の作成の補助
　⑷市立中学校英語科教員、小学校英語専科教員及び小学校外国語担当教員等に対する研修
の補助
　⑸英語スピーチコンテストや海外派遣事業参加生徒への指導補助
　⑹学校行事への参加
　⑺勤務報告書（月１回）の作成および提出
　⑻トレーナー又はコーディネーターによるミーティング（週１回）の受講
　⑼その他所属長及び学校長が必要と認める業務

７　外国語指導助手（ALT）の資格等
　⑴英語を母国語また公用語とするもので、日本の小中学生に指導した経験のあるものとする。
※ただし、配置するＡＬＴの指導経験が浅い場合、派遣業者は教授技術指導のできるコーディネーターおよびトレーナーを配置し、ＡＬＴの指導をすることとする。
　⑵大学を卒業した者、又は採用日までに大学卒業見込みの者 (大学の学士号取得者、又は採用日までに学士号取得見込みの者）であるものとする。
⑶外国語指導助手（ALT）としての職務を理解し、英語教育とその指導法について十分な知識を有する者、又、その研修を受けた者。
 ⑷日常生活や授業の調整に支障のない程度の日本語能力を有するものとする。
 ⑸ＡＬＴは、小学校外国語・外国語活動、中学校外国語の指導に当たって、英語専科教員、学級担任・英語科担当教員と事前に十分な授業の調整を行い、業務を実施できるものとする。
 ⑹ＡＬＴは、小学校外国語・外国語活動及び中学校外国語の授業においてのねらい及び指導内容については、各小学校で作成した「小学校外国語・外国語活動年間指導計画」、各中学校で作成した「中学校外国語年間指導計画」を理解し、内容に沿って指導ができるものとする。また、派遣業者が独自に開発したカリキュラムや教材等を有する場合には、英語専科教員、学級担任をはじめ、矢板市教育委員会と相談の上、工夫・改善を行えるものとする。
⑺心身ともに健康で自国及び日本において犯罪歴が無い者。

８ 業務実施体制
⑴受託者は、業務全体を統括する責任者及び学校・市教育委員会との連絡調整を行う担当者等を配置し、学校への安定的な派遣及び品質確保が継続できる体制を整え、業務に支障があると教育委員会が認めた場合には、速やかに教育委員会と派遣業者が協議することとする。
⑵土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで、電話による問合せに対応する窓口を設置することが望ましい。
⑶外国語指導助手（ALT）の業務に支障が無いよう、生活全般に対する支援や、勤務校への移動手段の確保といった体制も整えること。
⑷トレーナー又はコーディネーターは週に1回ミーティングを行い（毎週水曜日15:00～）ALTの指導力向上を図るとともに、矢板市教育委員会の指導事項等を伝達する。
⑸ALTが休暇を申請した際は、速やかに代理のALTを決定し、該当学校と矢板市教育委員会へ一報を入れる。同時に代理のALTの履歴書を該当学校と矢板市教育委員会へ送付し、代理ALTを派遣する。体調不良等により、急遽、休暇を取得する際も同様とする。


９　留意事項
⑴児童・生徒や教職員との人間関係、円滑なコミュニケーション等に配慮する。
⑵勤務に当たっては、特に、児童生徒や教職員のプライバシーの保護に配慮し、業務上知り得た秘密を第三者へ漏らさないものとし、また、契約期間が終了後も同様とする。
⑶派遣業者は、契約後、速やかに派遣業務に関する責任者を定めて報告すること。なお、責任者は、事前に矢板市教育委員会と打合わせを行うとともに、各学期に勤務の状況を報告することとする。
⑷業務及び児童・生徒、教職員との関係に問題が生じた場合には、速やかに対応し、その改善に努め、改善内容を報告することとする。
⑸本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、矢板市教育委員会と誠意をもって協議することとする。
⑹派遣料の支払いについては、契約内容についての履行状況を確認し、契約額を１２で除した金額を、翌月末ごとに支払うものとする。
⑺月曜日から金曜日までのＡＬＴの昼食は給食を摂ることとする。給食費はＡＬＴの自己負担とし、派遣業者は各給食調理場に給食費をまとめて支払うものとする。

10 関係法令等の遵守
受託者は、関係法令、矢板市の条例・規則等及び学校の服務規律等を遵守し、本業務を適切に履行すること。

11 契約方法
⑴プロポーザル審査会において交渉権を得た事業者と随意契約するものとする。
⑵消費税及び地方消費税は、１円未満を切り捨てるものとする。

１２ 問合せ窓口
担当課　教育部　教育総務課　学校教育担当
TEL　0287-43-6217
Mail　kyouiku@city.yaita.tochigi.jp
